
地
籍
調
査
事
業
（
薬
師
寺
Ⅱ
地
区
）

認
証
の
お
知
ら
せ

地
籍
調
査
事
業
（
薬
師
寺
Ⅱ
地

区
）
の
認
証
申
請
は
、
5
月
に
な

り
ま
す
。
認
証
後
、
登
記
が
完
了

し
ま
し
た
ら
広
報
で
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

・
農
政
課
　
1（
48
）2
1
4
3

違
反
広
告
物
を
撤
去
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
を
募
集

違
反
広
告
物
を
街
路
樹
、
電
柱

や
街
灯
な
ど
に
、「
は
り
紙
」
・

「
立
看
板
」
等
を
掲
出
し
て
生
活
環

境
や
景
観
を
阻
害
し
て
い
ま
す
。

違
反
広
告
物
を
掲
出
さ
せ
な
い

雰
囲
気
づ
く
り
と
良
好
な
生
活
環

境
つ
く
る
た
め
、
違
反
広
告
物
を

除
去
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

●
活
動
内
容

道
路
上
の
道
路
標
識
や
ガ
ー
ド

レ
ー
ル
、
街
路
樹
、
電
柱
な
ど
の

禁
止
物
件
に
掲
出
さ
れ
て
い
る

「
は
り
紙
」、
広
告
旗
」、「
立
看
板

等
」
の
撤
去

●
募
集
対
象

市
内
在
住
又
は
通
勤
、
通
学
し

て
い
る
20
歳
以
上
の
方
で
構
成
さ

れ
て
い
る
10
名
以
上
の
団
体

●
活
動
範
囲

地
域
の
主
な
道
路
や
商
店
街
等

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

都
市
計
画
課

1（
48
）2
1
1
4

5（
48
）0
0
1
1

ﾒｰﾙtoshikeikaku
@
city.shim

otsuke.lg.jp

栃
木
土
木
事
務
所
管
理
課

1
0
2
8
2（
23
）3
4
3
5

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る

ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
ら
れ
ま
す

ふ
れ
あ
い
館
で
は
、
温
水
プ
ー
ル

利
用
者
を
対
象
と
し
て
、
毎
週
木
曜

日
の
午
後
の
部（
祝
日
、
夏
休
み
期

間
中
、
休
館
日
を
除
く
）に
水
泳
指

導（
ス
イ
ミ
ン
グ
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア

ド
バ
イ
ス
）を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
器
具
利
用
者

に
は
毎
月
第
2
・
第
4
土
曜
日
の
午

後
5
時
〜
7
時
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
指

導（
器
具
の
使
い
方
、
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
方
法
、
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
）を
実

施
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

ふ
れ
あ
い
館

1（
47
）1
1
2
6

わ
ん
ぱ
く
相
撲
小
山
場
所

参
加
者
募
集

〈
目
指
せ
！
両
国
国
技
館
！
〉

●
募
集
対
象

4
月
か
ら
小
学
3
〜
6
年
生
に

な
る
男
女

●
日
　
時

6
月
8
日（
日
）

午
前
8
時
30
分
受
付
、
9
時
開
会

●
場
　
所

県
南
体
育
館（
小
山
市
）

●
参
加
費

無
料
で
す
。

●
募
集
期
間

4
月
1
日（
火
）〜
20
日（
日
）

●
申
し
込
み

各
小
学
校
に
配
布
す
る
参
加
申

込
書
で
申
込
ま
れ
る
か
、
お
電
話

に
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

☆
4
・
5
・
6
年
生
の
部
で
優
勝

し
た
男
子
は
、
8
月
3
日（
日
）

に
両
国
国
技
館
で
行
わ
れ
る
、

わ
ん
ぱ
く
相
撲
全
国
大
会
に
出

場
で
き
ま
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

わ
ん
ぱ
く
相
撲
実
行
委
員
会
　

古
川
ま
で

1
0
9
0
‐
7
2
5
5
‐
3
6
6
7

バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
い
て
み
よ
う

〜
バ
イ
オ
リ
ン
体
験
教
室
〜

●
対
象
年
齢
　

新
小
学
2
年
生
〜
高
校
生

●
日
時
と
場
所

①
4
月
12
日
・
19
日
・
26
日
、
5

月
10
日
・
17
日
・
24
日
・
31
日

（
い
ず
れ
も
土
曜
日)

午
前
10
時
〜
11
時

南
河
内
公
民
館

②
6
月
1
日（
日
）

午
前
10
時
頃
〜

グ
リ
ム
の
館
で
開
催
さ
れ
る

「
人
形
劇
フ
ェ
ス
タ
」
に
お
い
て
発

表
し
ま
す
。

●
講
　
師

ぐ
ん
ま
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
音
楽
監
督
　
南
　
紳
一

（
ミ
ナ
ミ
・
メ
ゾ
ー
ド
研
究
会
主

宰
、
青
少
年
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た

め
の
メ
ゾ
ー
ド
教
本
「
ミ
ナ
ミ
・

メ
ゾ
ー
ド
」
著
者
）

●
問
い
合
わ
せ
先

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
し
も
つ
け

ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

1
5（
44
）5
1
8
8
（
川
柳
）

ﾒｰﾙshim
otsuke-jr@

yahoo.co.jp

※
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

思いやりと交流で創る 新生文化都市
SHIMOTSUKE-CITY
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「「下野市消費生活センター下野市消費生活センター」」開設のご案内開設のご案内
市では、訪問販売や電話勧誘販売等による契約のトラブルなど消費生

活に関する様々な相談や苦情について、解決のためのお手伝いをするた
め、4月1日より「下野市消費生活センター」を開設しました。消費生活
についてのトラブルに巻き込まれたり、迷ったりした時は一人で悩まず、
消費生活相談員にお気軽にご相談ください。また、返済しきれない借金
（多重債務）を抱えている方を早期に債務整理に導くため、多重債務
（借金）についての相談も受け付けています。なお、多重債務に関する
相談にお越しになる際は、債務の正確な情報が解決へと導きますので、
債務に関するもの（クレジットカード、契約書、振込通帳、催告書、督
促状、裁判所からの通知など）はすべてお持ちください。
相談の際に知り得た情報は、その目的以外に使用いたしません。

【消費生活センターの概要】
●名　　称 下野市消費生活センター
●場　　所 小金井1127番地（国分寺庁舎2階生活課内）
●開 設 日 月～金曜日（土・日曜日、祝日及び年末年始を除く）
●開所時間 午前9時～午後4時（正午から午後1時を除く）
●相談専用電話 144-4883
※4月1日から「消費者行政」に関する業務は、産業振興課から生活課
（国分寺庁舎2階）に移行しました。

生活課　市民生活グループ 140-5555問い合わせ先


